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平成２３年（ワ）第８８６号浜岡原子力発電所運転終了・廃止等請求事件 

原告 石垣清水 外３２名 

被告 中部電力株式会社 

 

原告準備書面 51 
 

令和４年５月３１日 

 

静岡地方裁判所 民事第２部 合議係 御中 

                    原告ら訴訟代理人を兼ねる 

 弁護士 鈴  木  敏  弘  

 

弁護士 河  合  弘  之  

 

弁護士 青  山  雅  幸  

 

弁護士 大  石  康  智  

外 
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 被告が提出した本各原子炉縦屋の各写真について、以下の点を明らかにさ

れたい。概数でも可。 

１ ３号炉基礎底面写真について 

① 〜④につき 

（１）  部分の長さ 

（２） 方位（   方位記号を写真の任意の場所に） 

（３）       部分法面の位置（ex.北側法面） 
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（４）各写真が原子炉建屋基礎水平見取り図のどの部分にどのような縮尺

で位置するのか、大まかで良いので例としてこのような形で。 
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２ ４号炉基礎底面写真について 

釈明事項は１（１）乃至（４）と同 
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３ ５号炉基礎底面写真について 

釈明事項は１（１）乃至（４）と同 
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以上 


